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ワイヤレスブロードバンド時代の電波政策のポイント

（平成15年7月 情報通信審議会答申）

【電波法改正：平成16年5月に成立】

周波数の再編方針

電波の利用状況調査の実施

電波再配分のための
給付金制度の創設

電波の再配分の実施

電波開放戦略の策定

周波数割当計画
の変更

電波政策ビジョン
（平成15年10月策定・公表）

登録制度の導入

周波数再編アクションプランの策定

電波資源拡大のための
研究開発

自由な電波利用環境整備

【電波法改正：平成14年5月に成立】

電波の逼迫度を勘案し、経済
的価値に係る要素を反映した
電波利用料制度を導入

【電波法改正：平成17年10月に成立】

Ⅰ 抜本的な周波数割当ての見直し

Ⅱ 周波数の再配分・割当制度の整備

Ⅲ 電波利用料制度の抜本的な見直し

Ⅳ 研究開発の推進

Ⅴ 無線端末の円滑な普及促進

Ⅵ 国際戦略の一層の強化

Ⅶ 安心で安全な電波利用環境整備

新たな周波数利用法の検討新たな周波数利用法の検討

既存利用の再編既存利用の再編 新システムへの新システムへの
再配分再配分

・周波数需要の増大に対応した電波資源の供給

・電波資源を生み出すための組織的な電波再配分の実施
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電波の利用状況の調査・公表制度によ
る評価結果等を踏まえた具体的な周波
数割当計画の改訂の段階的実施に資す
る基本的な考え方を示す。 携帯電話、PHSの中長期の加入者数及び

所要伝送速度等の推計をもとに、ITUが策

定した予測方法を用いて算出した周波

数需要(5～6GHz以下)

・約270MHz幅(現状)

・330～340MHz幅(5年後)

・1,060～1,380MHz幅(10年後)

無線LANの中長期の利用者数及び所要伝

送速度等の推計をもとに、ITUが策定し

た予測方法を用いて算出した周波数需要

(主に5GHz帯)

・約160～200MHz幅(現状)

・ 大約480MHz幅(5年後)

・ 大約740MHz幅(10年後)

物流・食・医療等の多様な分野で(商品管

理、物流管理、トレーザビリティ等)電子

タグの高度利活用が進展

現在、135kHz帯(10～135kHz)、13.5MHz帯(13.553～13.567MHz)、2.4GHz帯(2.4

～2.4835GHz)等が確保されているが、多様な用途に対応できるよう、950MHz帯

付近等の新たな周波数帯も検討

① 5年以内に1.7GHz帯、2.5GHz帯を中心に約330～340MHz幅を確保
・800MHz帯(現在、MCA等で利用)で8MHz幅

・1.7/2.5GHz帯(現在、国の固定通信、民間の衛星等で利用)の一部の帯域

・2GHz帯で15MHz幅 等

② 5～10年以内に5～6GHz以下を中心に 大で約1.38GHz幅を確保
・VHF/UHF帯(現在、放送で利用)の一部の帯域

・800MHz帯(現在、地域防災無線通信、空港無線電話で利用)で10MHz幅

・1.5GHz帯(現在、MCA等で利用)で18MHz幅

・3.5GHz帯(現在、放送中継で利用）で200MHz幅の一部の帯域

・4G/5GHz帯(現在、電気通信事業者の固定通信で利用)の一部の帯域

① 5年以内に5GHz帯を中心に 大で480MHz幅の周波数需要に対応可能

な周波数を確保
・4.9～5.0GHz帯（現在、電気通信事業者の固定通信で利用)で100MHz幅

・5.25～5.35GHz帯(現在、国、電力会社等の気象レーダで使用)で100MHz幅

・5.47～5.725GHz帯(現在、国等のレーダで利用)の一部の帯域

② 5～10年以内に5GHz帯等を中心に 大で約740MHz幅の周波数需要に

対応可能な周波数を確保
・5GHz帯(現在、電気通信事業者の固定通信で利用)の一部の帯域

・準ミリ波帯の利用拡大及びミリ波帯（59～66GHz）の開発・導入

移動通信システム

無線LAN･NWA

RFID(電子タグ)

電波利用システムの高度化、開発の進展

及び導入の促進

① UWB無線システム：情報通信審議会におけるマイクロ波帯(3.1～10.6GHz)へ

の導入のための技術的条件の検討結果を踏まえ、来年度を目途に制度化

② ITS関連電波システム：既存の5.8GHz帯(5.77～5.85GHz)における周波数の効

率的利用の促進を行いつつ、高度化について利用周波数帯等を検討

③ 準天頂衛星通信システム：WRC-03で2.6GHz帯(2.605～2.630GHz)が音声衛星

放送用に分配されたこと等を踏まえ、利用周波数帯等を検討

④ 情報家電：電波の利用状況の調査結果や市場ニーズ等を踏まえ、5GHz帯近

辺の周波数割当てを念頭に、具体的な利用周波数、必要帯域幅等を検討

UWB、ITS、準天頂衛星通信
システム、情報家電 等

今
後
、
電
波
法
に
基
づ
く
周
波
数
割
当
計
画
の
改
訂
を
段
階
的
に
実
施

【情報通信審議会 答申】
「電波政策ビジョン」 の提言

世界 先端のワイヤレス
ブロードバンド環境の構築

Ⅰ 抜本的な周波数割当ての
見直し
・ 周波数の再編方針の策定

・ 周波数割当計画改訂の
段階的実施

Ⅱ 周波数の再配分・割当制度

の整備

Ⅲ 電波利用料制度の抜本的な

見直し

Ⅳ 研究開発の推進

Ⅴ 無線端末の円滑な普及促進

Ⅵ 国際戦略の一層の強化

Ⅶ 安心で安全な電波利用環境

整備

【今後中核となる電波利用システム】

今後の電波政策のあり方

【周波数の再編方針】

デジタル化の円滑な推進とその普及･発展
三大広域圏（関東、中京、近畿）では、2003年

12月に、その他の地域では2006年末までにデジ

タル放送を開始。2011年にアナログ放送を終了。

地上テレビジョン放送

① デジタル放送の円滑な全国展開のための周波数割当て

② UHF帯は、2012年以降、移動通信システムに利用

③ VHF帯は、地上デジタル音声放送、移動通信に関する今後の利用ニーズを踏

まえ、2011年以降新規需要への割当て

（参考）「周波数の再編方針（平成１５年１０月）」の概要
M I C
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電波利用システム 周波数再編の進捗状況（２００６年３月末現在）

移動通信システム

・ 800MHz帯及び1.5GHz帯のMCA無線システムの各割当周波数の一部(4MHz幅及び18MHz幅)を2007年5月及び
2007年9月までに削減し、使用している周波数の再編を実施予定。

・ 1.5GHz帯については、既存の2G携帯電話の3G携帯電話への高度化について検討中。

・ 1.7GHz帯については､全国で15MHz×2､東名阪で20MHz×2の計70MHzを2005年8月に携帯電話用に周波数分配。
2005年度11月に割当て済み｡

・ 2GHz帯の15MHz幅(2010～2025MHz)については、2005年11月にTDD方式の携帯電話に割当て済み。

・ 2.5GHz帯については、広帯域移動無線アクセスシステムの導入に向けて検討中。

・ VHF/UHF帯については、地上アナログテレビ放送の停波に合わせ、2012年以降に（VHF帯については2011年以降
に）再編を実施予定。

・ 800MHz帯地域防災無線通信及び空港無線電話については、それぞれ2011年5月及び2010年5月までに260MHz帯
及び400MHz帯に移行すべく再編を実施中。

・ 4G/5G帯については、電気通信事業用固定無線システムを有線系に代替すべく再編を実施中。

無線LAN・NWA

・ 4.9～5.0GHz帯については、3大都市圏の電気通信業務用固定無線システムを、2005年11月30日までに代替・移行
を完了。その他の地域では、2007年11月30日までに代替・移行を実施中。

・ 5.25～5.35GHz帯については、技術基準を策定し、周波数割当計画の変更を実施済みであり、2005年5月に割り当
て可能となった。5.47～5.725GHz帯は、電波干渉を回避する国際的な基準策定を待って制度化予定。

・ 準ミリ波帯及びミリ波帯については、周波数の利用拡大等に向け、電波利用料財源を用いた研究開発を実施する
予定。

地上テレビ放送
・ VHF/UHF帯については、地上アナログテレビ放送の停波に合わせ、2012年以降に（VHF帯については2011年以降）

再編を実施予定。

・ 再編後の空き周波数帯の有効利用方策について、2006年3月より検討開始。

電子タグ
・ 2005年4月に高出力型950MHz帯パッシブタグシステム、2006年1月に免許不要の低出力型950MHz帯パッシブタグ

システムを導入済み。なお、アクティブ系小電力システムについては、導入に向けて検討中。

UWB、ITS、
準天頂衛星通信システム、

情報家電 等

・ UWBについては、2006年夏頃までに導入に向けた制度整備を行う予定。

・ ITSについては、現在高度化に関し利用周波数帯等を検討中。

・ 準天頂衛星通信システムについては、通信・測位用に割当て可能な周波数等に関し、引き続き検討中。

・ 情報家電については、「ワイヤレスブロードバンド推進研究会」（座長：辻井セキュリティ大学大学院学長）において、
使用する周波数帯域及び必要な周波数幅等について検討し、2005年12月に 終報告書を公表。

周波数再編の進捗状況
M I C
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「電波の利用状況の調査、公表制度」の概要

電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

調査・評価結果を踏まえ、周波数の再編を実施調査・評価結果を踏まえ、周波数の再編を実施

電波監理審議会への諮問

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 通信量
〇 無線設備の使用年数
〇 他の電気通信手段への

代替可能性 等

周波数帯を３区分し、３年を
周期として区分ごとに実施
① 770MHz以下
② 770MHzを超え3.4GHz以下
③ 3.4GHzを超えるもの

国民の意見

例
・新規の電波需要に迅速に対応
するため、 電波再配分が必要。
・既存の電波利用の維持が必要。

調査結果の公表調査結果の公表

既存の免許人に及ぼす経済
的な影響等の調査

反映反映 電波監理審議会からの答申

電波監理審議会からの答申

例
・現在、電波は有効に利用
されている。

・使用帯域の圧縮が適当。
・中継系の固定局は光ファイバ
等への転換が適当

有効利用の程度の評価の観点

１ 無線局の分布状況
２ 無線局に係る無線設備の利用状況
３ 無線局を利用する体制の整備状況
４ 代替可能性の有無
５ その他（技術の発達の動向、需要の

動向、周波数割当ての動向、等）

M I C
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電波の再配分に関する給付金制度の導入

＜実施内容＞２００５年中に大都市圏で屋外無線ＬＡＮが自由に利用できる環境を整備するため、
① ４．９～５．０ＧＨｚの１００ＭＨｚ幅について、
② 現行無線局（電気通信事業者用の中継用固定局）の使用期限（２００７年１１月）

の２年前倒しを関東、東海、近畿圏の大都市圏において実施。

＜満席の中での新規参入の実現＞

《中継用固定局》

既存利用者

新規参入

電気通信事業者
の基地局

飲食店

ホテル

《無線ＬＡＮ》

《情報家電》

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

補償が必要

新規利用者が一定の費用負担新規利用者が一定の費用負担

既存利用者に損失が発生
（設備の残存価値や撤去費用など）

・代替周波数なし
・３年程度で実施（従来１０年以上）

新規利用者に経済的な
利益が発生

退席

電波の迅速な再配分を実施することに
より、既存の電波利用者に経済的な損失
が発生した場合に対応するための給付金
制度の整備を図る。

電波の迅速な再配分を実施することに
より、既存の電波利用者に経済的な損失
が発生した場合に対応するための給付金
制度の整備を図る。

＜電波法改正事項＞

給付金の支給給付金の支給

新規利用者

M I C
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・自由利用
・電波の秩序維持

（混信などへの対応、将来の再配分の必要性）

・自由利用
・電波の秩序維持

（混信などへの対応、将来の再配分の必要性）

事後チェック型
（登録制）

＜現行制度＞

・ 大電力
・ 排他利用

・ 大電力
・ 排他利用

事前チェック型
（免許制）

新たに導入

免 許 制
※小電力・帯域限定では免許不要

免 許 制
※小電力・帯域限定では免許不要

背景：技術進展等

放送局、携帯電話など 高出力の屋外無線ＬＡＮなど

電波の多重利用
の推進

高出力の屋外無線ＬＡＮなどベストエフォート型
の無線システムについて、自由な事業展開を推
進するため、現行の事前チェック型の免許制に比
べて簡易な事後チェック型の登録制を導入

高出力の屋外無線ＬＡＮなどベストエフォート型
の無線システムについて、自由な事業展開を推
進するため、現行の事前チェック型の免許制に比
べて簡易な事後チェック型の登録制を導入

＜電波法改正事項＞

○ 基地局等１局ごとに、詳細情報
に基づき免許
（申請から免許まで概ね２～３週間程度）

○ 基地局等１局ごとに、詳細情報
に基づき免許
（申請から免許まで概ね２～３週間程度）

○ 同一使用形態の基地局等をまとめて登録（氏名、設置区域等）

（申請から登録まで 短１日）

○ 登録に基づき個々の基地局等を自由に設置
（詳細情報を事後届出）

○ 同一使用形態の基地局等をまとめて登録（氏名、設置区域等）

（申請から登録まで 短１日）

○ 登録に基づき個々の基地局等を自由に設置
（詳細情報を事後届出）

＜導 入前＞
＜導 入 後＞

対象無線局
対象無線局

導入のメリット

無線局の登録制度の導入
M I C



8

M I C
電波の経済的価値等を考慮した電波利用料制度の導入

１．１． 利用する周波数帯、帯域幅、出力、利用する地域を勘案した料額の算定利用する周波数帯、帯域幅、出力、利用する地域を勘案した料額の算定

例）【改正前】 【改正後】

２．２． 広域で周波数を排他的に利用する携帯電話等については、帯域当たりの料額を導入広域で周波数を排他的に利用する携帯電話等については、帯域当たりの料額を導入（従来の無線局当たりの料額と

の組み合わせ）

例） 携帯電話等 1MHz当たり 約4587万円（全国）／年

携帯端末1台当たりは、540円／年を420円／年に引き下げ

３．３． 国民の生命・財産の保護に寄与する航空機局、船舶局、主として個人や中小企業が利用するアマチュア局や簡国民の生命・財産の保護に寄与する航空機局、船舶局、主として個人や中小企業が利用するアマチュア局や簡
易無線局等は現行料額を維持易無線局等は現行料額を維持

例） 航空機局、船舶局： 600円／年

アマチュア局： 500円／年
簡易無線局： 600円／年

４．４． 周波数割当終了前に無線局を廃止することを免許人が約束する場合は、電波利用料を半額に割引周波数割当終了前に無線局を廃止することを免許人が約束する場合は、電波利用料を半額に割引

無線局の区分 金 額

Ａ 固定局（3～6GHz帯） 一万六千三百円

Ｂ 人工衛星局 二万四千円

Ｃ アマチュア無線局等 五百円

Ｄ 一般の移動局（簡易無線局等） 六百円

・
・
・

・
・
・

六百円Ｄ 一般の移動局（簡易無線局等）

五百円Ｃ アマチュア無線局等

約千二百万円使用帯域幅が3～200MHz
・
・
・

約二十万円使用帯域幅が3MHz以下3～6GHzの

周波数を使用
・
・
・

Ｂ 人工衛星
局

約六万円第四地域(*)

約十万円第三地域(*)

約五十万円第二地域(*)

約百万円第一地域(*)使用帯域幅が
3～30MHz

・
・
・

3～6GHzの

周波数を使用
・
・
・

Ａ 固定局

金 額無線局の区分

540円＋データベース負担額

（均等割） （データ量按分）

(*)電波の逼迫度合い、人口密度等を勘案して、全国を４地域に区分。
第四地域は、過疎地・離島等。
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○ 使い勝手の良い低い周波数帯域は、極めて稠密に利用され、新たな電波利用シス

テムの導入が困難な状況

○ このため、迅速な周波数配分の見直しと併せて、「電波資源拡大のための研究開
発」の充実・強化が不可欠

【研究開発のイメージ】

低い周波数は
既存免許人により既存免許人により

逼迫状態逼迫状態

高い周波数

使いにくい周波数使いにくい周波数

このままでは

新規サービスの導入や既存サービス

の拡大のための場所が無い

一部の既存免許人を移行

共
用

電波をより有効に利用
するための研究開発が

必要

周波数の共同利用周波数の共同利用
を促進する技術を促進する技術 高い周波数への移高い周波数への移

行を促進する技術行を促進する技術

今後、新サービスの導入や既存サー
ビスの拡大が予想されるが・・・

２階建て２階建て

＝

＝砂漠の緑地化砂漠の緑地化

「電波資源拡大のための研究開発」のイメージ

スリム化スリム化

周波数周波数を効率的にを効率的に
利用する利用する技術技術＝

M I C
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比較的逼迫度が低い

3GHz 6GHz 《周波数帯》

〔長・中・短波〕 〔低マイクロ波帯〕 〔高マイクロ波帯〕

30MHz 30GHz
〔ミリ波帯〕

【電波の逼迫度】

逼迫度が高い

〔ＶＨＦ帯〕 〔ＵＨＦ帯〕

既存無線システムの下で、新たな無線システムの
共同利用を可能とする技術の研究開発

厳密で実用的な共用基準の策定に資する測定技術の研究開発

現在使用されている周波数帯域の圧縮など、
電波の効率的な利用を図るための技術の研究開発

高マイクロ波帯や未利用周波数帯
への移行を促進するための技術の研究開発

<研究開発例①>
無線端末自身が自動的に周囲の電
波利用環境を把握し、 適な変調方
式、伝送速度、電力等を自立的に選
択する技術

広帯域な周波数帯

使用中 使用中

使われていない周波数

衛星
から

不感領域
不感領域

不感領域

<研究開発例②>
アンテナの不感領域を自在に設
定し、不要な電波の受信に伴う
干渉を排除する技術

現在の使用帯域幅

他の無線システム
の電波

不必要な電波
（スプリアス）

不必要な電波（スプリアス）が
他の無線システムに妨害を与える

不必要な電波（スプリアス）を
低減する技術

周波数

狭帯域化

使用する帯域幅を
狭帯域化する技術

対象となる
システム

新しい周波数帯域を確保

<研究開発例>
現在割り当てられている無線システムに必要な周波数帯域を圧
縮することにより、電波の効率的な利用を図る技術

ＶＨＦ・ＵＨＦ帯 低マイクロ波帯 高マイクロ波帯

既存の無線システム 既存の無線システム
既存の無線システム

周波数移行を促進

ミリ波帯６GHｚ

高性能・小電力・低廉価・
大量生産可能な無線通信
システム

<研究開発例>
６GHｚ以下の周波数の逼迫状況を低減するために、６GHｚ以下で使用されて

いる無線システムを比較的逼迫の程度が低い高マイクロ波帯や未利用周波数
帯（ミリ波帯）へ移行するための技術

・移動通信システムにおける高度な電波の共同利用に向けた要素技術の研究開発

・衛星通信と他の通信の共用技術の研究開発

・レーダーの狭帯域化技術の研究開発

・高マイクロ波帯への周波数移行の促進に向けた基盤技術の高度化のための研究開発

・未利用周波数帯への無線システムの移行促進に向けた基盤技術の研究開発

・次世代無線通信測定技術の研究開発

電波資源拡大のための研究開発の概要
M I C
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固定マイクロ固定マイクロ回線回線

レーダーレーダー

人 工 衛 星 局  

地 球 局  

地 球 局  

地 球 局

人工衛星人工衛星

大規模な社会システムが使用
している周波数帯を再編

世
界

先
端
の
ワ
イ
ヤ
レ
ス
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
の
構
築

世
界

先
端
の
ワ
イ
ヤ
レ
ス
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
環
境
の
構
築

平成平成1818年年～～

○情報通信審議会における○情報通信審議会における

技術基準の検討技術基準の検討

○電波監理審議会における○電波監理審議会における
制度整備制度整備 等等

○ワイヤレスブロードバ○ワイヤレスブロードバ

ンド分野における我がンド分野における我が

国のリーダーシップの国のリーダーシップの

確保確保

○周波数の有効利用○周波数の有効利用

○ユーザの利便性向上○ユーザの利便性向上

今後の取組今後の取組

今後のスケジュール今後のスケジュール

生活に密着したシステムへ生活に密着したシステムへ
の電波の再配分の電波の再配分

次世代情報家電、ホームネットワーク

次世代移動通信システム
モバイルオフィス、モバイルホーム

安全・安心ITS

有線ブロードバンド代替システム

（携帯電話（携帯電話((高度化高度化3G3G､､4G)4G)､､
WiMAX(IEEE802.16eWiMAX(IEEE802.16e))､､次世代次世代PHS PHS 等）等）

（（WiMAX(WiMAX(IEEE802.IEEE802.1616--2004)2004)、、iBurstiBurst等）等）

（無線（無線LANLAN））

（（車車車車間通信システム間通信システム、、
路車間通信システム路車間通信システム 等）等）

新たな電波利用の推進とワイヤレスブロードバンド

世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の中核となる電波利用システムの円滑な導入を図るため周波数割当ての見直しの実施世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の中核となる電波利用システムの円滑な導入を図るため周波数割当ての見直しの実施

Ⅳ 再配分等による新規
電波ニーズへの迅速な
周波数の確保

Ⅳ 再配分等による新規
電波ニーズへの迅速な
周波数の確保

Ⅲ 光ファイバ等で代替可
能な周波数は移動通信等
の電波利用が不可欠な用
途に割当て

Ⅲ 光ファイバ等で代替可
能な周波数は移動通信等
の電波利用が不可欠な用
途に割当て

Ⅱ 有効に利用されて
いない不要な周波数
の返還

Ⅱ 有効に利用されて
いない不要な周波数
の返還

Ⅰ 国等の公的機関、公益
企業を含め、抜本的な周
波数割当ての見直し

Ⅰ 国等の公的機関、公益
企業を含め、抜本的な周
波数割当ての見直し

新たなライフ新たなライフ
スタイルの創造スタイルの創造

新たなワイヤレス新たなワイヤレス
産業の開拓産業の開拓

ワイヤレスブロードバンド
推進研究報告書(H17.12)より

M I C
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WBB推進研究会でとりまとめられた新システムと主な候補周波数帯

・・ ユーザーが場所を意識することなくどこでもアクセス可能な無線通信ユーザーが場所を意識することなくどこでもアクセス可能な無線通信

・・ 所要の通信品質を確保することができる無線通信所要の通信品質を確保することができる無線通信

【【システム例システム例】】 携帯電話（高度化携帯電話（高度化3G3G、、移動時移動時100Mbps100Mbpsを実現するを実現する4G4G））

【【周波数帯周波数帯】】 高度化高度化3G3G：： 800MHz800MHz帯、帯、1.51.5※※/1.7/2.0/2.5GHz/1.7/2.0/2.5GHz帯帯

4G4G：： 3.43.4--4.2GHz4.2GHz帯帯、、44.4.4-- 44.9GHz.9GHz帯帯

・・ 必要に応じてインターネットに常時接続が可能となる無線通信必要に応じてインターネットに常時接続が可能となる無線通信

（モバイルオフィス、モバイルホーム）（モバイルオフィス、モバイルホーム）

・・ 携帯電話や無線携帯電話や無線LANLAN等と組み合わせて利用等と組み合わせて利用

【【システム例システム例】】 IPIP常時接続を実現する常時接続を実現する広帯域移動無線アクセス広帯域移動無線アクセス

（（WiMAXWiMAX（（16e16e）、次世代）、次世代PHS PHS 等）等）

【【周波数帯周波数帯】】 2.5GHz2.5GHz帯帯

前方優先車線
進行車両有り

右折しま
す

交差点進入します。 車線変更しま
す

・・ 瞬時にアドホック的な無線通信網を構築する無線通信瞬時にアドホック的な無線通信網を構築する無線通信

【【システム例システム例】】 交通事故を削減するための安全・安心交通事故を削減するための安全・安心高度化高度化ITSITS

【【周波数帯周波数帯】】 見通しの悪い交差点等での見通しの悪い交差点等での車車間通信：車車間通信： VHF/UHFVHF/UHF帯帯 等等

信号機等から道路状況を伝える信号機等から道路状況を伝える路車間通信等：路車間通信等： 5.8GHz5.8GHz帯帯

（既利用帯（既利用帯域域の拡張）の拡張） 等等

通行人、ベビーカーを見分ける通行人、ベビーカーを見分けるミリ波レーダー：ミリ波レーダー： 7878--81GHz81GHz帯帯

・・ 有線よりも簡易に接続を確立するための近距離無線通信有線よりも簡易に接続を確立するための近距離無線通信

【【システム例システム例】】 次世代情報家電次世代情報家電

【【周波数帯周波数帯】】 5GHz5GHz帯（無線帯（無線LANLANと共用と共用、、WiFiWiFiの高度化の高度化））

・・ 有線での条件不利地域の通信回線を安価に確立するための無線通信有線での条件不利地域の通信回線を安価に確立するための無線通信

・・ コスト重視で、国際規格やアーバンシステムをルーラル利用コスト重視で、国際規格やアーバンシステムをルーラル利用

【【システム例システム例】】 見通し外でも実現する見通し外でも実現するFWAFWA

（（WiMAXWiMAX（（1616--20042004）、）、iBurstiBurst、高度化、高度化DSDS--CDMACDMA等）等）

【【周波数帯周波数帯】】 1.5/2.5GHz1.5/2.5GHz帯（移動通信システム帯（移動通信システム用周波数用周波数のの地域地域利用）利用）

4.94.9--5.0GHz5.0GHz帯（登録制度の帯域）帯（登録制度の帯域） 等等

○次世代移動通信システム、モバイルオフィス・モバイルホーム
○有線ブロードバンド代替システム

○安全・安心ＩＴＳ

○次世代情報家電、ホームネットワーク

※※ 周波数再編アクションプランに基づく検討による。周波数再編アクションプランに基づく検討による。

M I C
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